
 

各    位

     

    
    
    
    

 

 

 

当社は

下同様と

とを決議

認されて

の通りお

 

 

１．当社

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

 

２．信託

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

 

位 

     

     
     
     
     

業

、平成 28 年

します。）を

し、本制度の

いますが、本

知らせいた

にて導入す

）名称 

）委託者 

）受託者 

）受益者 

）信託管理人

）信託の種類

）信託契約日

）金銭を信託

）信託終了日

における当社

）取得する株

）株式の取得

）取得する株

）株式の取得

）株式の取得

     

     
     
     
     

業績連動型株

年５月 13 日

を対象とする

の導入につい

本日開催の取

します。 

る「役員向け

人 

類 

日 

託する日 

日 

社株式の取得

株式の種類 

得資金として

株式の数 

得方法 

得時期 

     

    
    
    
    

株式報酬制

開催の取締役

る業績連動型

いては、平成

取締役会にお

け株式交付信

（再信託受

当

得内容 

て信託する金

1 

  会社名
  代表者
      
  問合せ
  電話番

制度の詳細決

役会において

型株式報酬制

成 28 年６月

おいて、本制

記 

信託」につい

役

三井

受託者：日本

当社取締役

当社と利害関

金銭信託以

平成

平成

平成

金額 

名  サン
者名 代表
    （コー

せ先 業務
番号  ：

決定に関す

て、当社取締

制度（以下「

24 日開催の

制度の詳細に

いて 

役員向け株式

当社

井住友信託銀

本トラスティ

役のうち受益

関係のない第

以外の金銭の

成 29 年３月３

成 29 年３月３

成 33 年８月末

自己株式の

平成 2

ンコール株
表取締役社長
ード番号：5

務・管理部門
（075）881

するお知らせ

締役（社外取

本制度」とい

の第 99 期定時

について決定

式交付信託 

社 

銀行株式会社

・サービス信

益者要件を満

第三者を選定

の信託（他益

３日（予定）

３日（予定）

末日（予定）

普通株式

281,000,00

500,000

の処分（第三

により取

29 年３月３

平成 29 年２

株式会社 
長  山主 
5985 東証
門長 杉村
1-5280 

せ 

取締役を除き

いう。）を導

時株主総会に

定しましたの

社 

信託銀行株式

満たす者 

定する予定 

益信託） 

 

 

 

式 

00 円 

株 

三者割当の方

取得 

日（予定） 

２月 14 日 

千尋 
証第１部）
村 和俊 

きます。以

導入するこ

において承

ので、下記

式会社） 

方法） 



 

＜本制度

 

① 当社

② 当社

社は

範囲

③ 受託

よる方

④ 信託

託管

なお

⑤ 株式

⑥ 株式

益者

株式

部を

⑦ 本信

得し

本信

るこ

定し

なお、本

銀行株式

 

 

 

の仕組み＞ 

は取締役を対

は取締役を受

受託者に株

内の金額と

者は今後交付

方法によりま

期間を通じ

理人（当社お

、本信託内の

交付規程に基

交付規程お

として、累積

交付規程・信

取引所市場に

託終了時に

た上で、取締

託の残余財産

とにより、

ております。

制度におい

会社に信託財

対象とする株

受益者とした

式取得資金

します。）を

付が見込まれ

ます。）。 

て株式交付規

および当社役

の当社株式に

基づき、当社

よび本信託

積ポイント相

信託契約に定

にて売却し、

おける本信託

締役会決議

産のうち、金

当社および

。 

て受託者とな

財産を管理委

株式交付規程

た役員向け株

に相当する金

を信託します

れる相当数の

規程の対象

役員から独立

については、

社は取締役に

にかかる信託

相当の当社株

定めた一定の

、金銭を交付

託の残余財産

により消却す

金銭について

当社役員と利

なる三井住友

委託（再信託

2 

程を制定しま

株式交付信託

金額の金銭

す。 

の当社株式を

となる受益者

立している者

信託期間を

に対しポイン

託契約に定め

株式の交付を

の場合に該当

付します。

産のうち、当

することを予

ては、あらか

利害関係のな

友信託銀行株

託）します。

ます。 

託（他益信託

（ただし、株

を一括して取

者の利益を保

者とします。）

を通じ議決権

ントを付与し

める要件を満

を受託者から

当する場合に

当社株式につ

予定しており

かじめ株式交

ない特定公益

株式会社は、

 

託）を設定し

株主総会の承

取得します

保護し、受託

）を定めます

権を行使しな

していきます

満たした取締

ら受けます。

には、交付す

ついては、全

ります。本信

交付規程およ

益増進法人に

日本トラス

します。その

承認を受けた

（自己株式の

託者の監督を

す。 

ないこととし

す。 

締役は、本信

なお、あら

すべき当社株

全て当社が無

信託終了時に

よび信託契約

に寄付するこ

スティ・サー

 

の際、当

た金額の

の処分に

をする信

します。 

信託の受

らかじめ

株式の一

無償で取

における

約に定め

ことを予

ービス信託

以 上


